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第
４
次
新
潟
県
食
育
推
進
計
画
評
価
指
標
一
覧

現
状
値

H
1
6

H
2
3

H
2
7

R
１

R
5

R
1
0

R
1
4

（
H
2
8
）

（
H
3
0
）

－
－

5
8
.3
%

5
6
.8
%

4
9
.2
%

5
5
%

6
0
%

（
R
2
)

－
－

－
7
5
.4
%

7
4
.8
%

7
8
%

8
2
%

(H
2
4
)

－
6
4
.8
%

6
1
.7
%

6
3
.8
%

6
8
.3
%

7
4
%

8
0
%

（
R
2
)

－
－

－
4
5
.7
%

4
6
.4
%

4
8
%

5
0
%

－
－

－
－

－
調
査
後
設
定
調
査
後
設
定

（
Ｒ
３
）

－
－

－
－

8
1
.0
%

9
0
%

9
0
%

－
－

－
－

2
2
.9
%

2
9
%

3
4
%

（
H
2
8
）

（
H
3
0
）

－
－

4
3
.3
%

4
0
.6
%

4
2
.6
%

4
9
%

5
5
%

－
－

－
3
.3
%

4
.3
%

0
%

0
%

－
2
1
.5
%

1
8
.1
%

1
9
.8
%

1
5
.2
%

1
3
%

1
1
%

（
H
1
8
)

5
9
.8
%

5
7
.2
%

5
6
.6
%

5
6
.6
%

5
7
.8
%

6
4
%

7
0
%

出
典

1
　
生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り

を
支
え
る
食
育
の
推
進

主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
組
み
合
わ
せ

た
食
事
が
１
日
２
回
以
上
の
日
が
ほ

ぼ
毎
日
の
人
の
割
合
（
2
0
歳
以
上
）

健
康
日
本
２
１
（
第
３
次
）
の
目
標
値
の
同
様
に
算
出
し
、
設
定

【
算
出
方
法
】

「
主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
食
事
が
１
日
２
回
以
上
の
日
」
が
「
週
に
４
～
5
日
」
の
者

（
R
5
:2
1
.7
％
）
の
半
数
を
「
ほ
ぼ
毎
日
」
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
R
1
4
は
1
1
ポ
イ
ン
ト
増
加

の
6
0
％
を
目
標
値
と
し
、
R
1
0
は
そ
の
中
間
値
を
目
標
値
と
し
て
設
定
。

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

ふ
だ
ん
の
食
事
で
主
食
・
主
菜
・
副

菜
を
そ
ろ
え
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る

人
の
割
合
（
2
0
歳
以
上
）

〇
県
第
３
次
計
画
か
ら
引
き
続
き
、
主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
そ
ろ
え
た
食
事
を
す
る
人
を
増
加
さ
せ

る
た
め
、
意
識
の
向
上
を
評
価
指
標
と
す
る
。

〇
ふ
だ
ん
の
食
事
で
主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
そ
ろ
え
る
こ
と
に
つ
い
て
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
心
が

け
て
い
な
い
」
の
者
（
R
5
:1
4
.7
％
）
の
半
数
を
「
心
が
け
て
い
る
」
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
心
が
け
て

い
る
」
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
R
1
4
は
７
ポ
イ
ン
ト
増
加
の
8
2
％
を
目
標
値
と
し
、
R
1
0
は
そ

の
中
間
値
を
目
標
値
と
し
て
設
定
。

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

柱
評
価
指
標
項
目

値
の
推
移

第
４
次
計
画
目
標
値

次
期
計
画
で
の
目
標
の
設
定
と
目
標
値
の
考
え
方

ふ
だ
ん
の
食
事
で
減
塩
に
取
り
組
む

県
民
の
割
合
（
2
0
歳
以
上
）

〇
県
第
３
次
計
画
か
ら
引
き
続
き
、
食
塩
摂
取
量
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
意
識
の
向
上
を
評
価
指

標
と
す
る
。

〇
県
第
３
次
計
画
目
標
値
と
同
数
値
を
R
1
4
の
目
標
値
と
し
、
R
1
0
は
中
間
値
を
目
標
値
と
し
て

設
定
。

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
食
べ
て
い
る
県

民
の
割
合
（
2
0
歳
以
上
）

〇
国
第
４
次
食
育
推
進
基
本
計
画
に
合
わ
せ
て
評
価
指
標
項
目
を
設
定
。

〇
直
近
数
値
の
増
加
率
か
ら
計
算
す
る
と
、
令
和
1
4
年
度
に
お
い
て
4
8
.6
％
と
推
計
さ
れ
た
た

め
、
歯
科
口
腔
保
健
施
策
に
よ
る
効
果
を
加
味
し
て
目
標
値
を
5
0
%
に
設
定
。

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

３
　
新
潟
県
の
将
来
を
担
う
若

い
世
代
へ
の
食
育
の
推
進

主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
組
み
合
わ
せ

た
食
事
が
１
日
２
回
以
上
の
日
が
ほ

ぼ
毎
日
の
人
の
割
合
（
2
0
～
3
0
歳

代
）

２
　
持
続
可

能
な
新
潟

の
食
を
支

え
る
食
育

の
推
進

（
１
）
新
潟
の
食
の

理
解
と
実
践
す
る

た
め
の
食
育
の
推

進

産
地
や
生
産
者
、
生
産
方
法
等
を

意
識
し
て
農
林
水
産
物
・
食
品
を
選

ぶ
県
民
の
割
合
（
2
0
歳
以
上
）

〇
食
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
農
林
水
産
物
等
を
生
産
す
る
地
域
や
人
、
そ
の
生
産
方
法

等
を
意
識
し
て
、
選
ぶ
県
民
の
割
合
を
評
価
指
標
と
す
る
。

〇
目
標
値
に
つ
い
て
は
、
現
状
値
が
把
握
で
き
て
い
な
い
た
め
、
調
査
実
施
後
に
設
定
す
る
。

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

資
源
循
環

推
進
課
調

査

災
害
時
で
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食

事
が
で
き
る
食
品
を
備
蓄
し
て
い
る

県
民
の
割
合

〇
備
蓄
食
品
と
し
て
主
食
・
主
菜
・
副
菜
・
水
が
い
ず
れ
も
３
日
分
以
上
備
え
て
い
る
世
帯
の
割

合
を
計
上
。

〇
県
第
３
次
計
画
の
指
標
と
し
て
い
た
「
災
害
時
に
備
え
た
非
常
用
食
品
を
用
意
し
て
い
る
人
の

割
合
（
量
や
種
類
の
区
分
な
し
）
」
を
参
考
に
、
H
2
5
か
ら
R
4
の
増
加
率
か
ら
換
算
す
る
と
、
年
1
.4

ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
増
加
率
を
目
標
に
、
R
1
0
、
R
1
4
の
目
標
値
を
設
定

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

朝
食
を
欠
食
す
る
県
民
の
割
合
（
2
0

～
3
0
歳
代
）

（
２
）
食
品
ロ
ス
削

減
や
災
害
時
の

食
の
備
え
に
対

応
し
た
食
育
の
推

進

食
品
ロ
ス
削
減
の
た
め
に
複
数
の
取

組
を
実
践
す
る
県
民
の
割
合

新
潟
県
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
計
画
に
合
わ
せ
て
設
定

〇
県
第
３
次
計
画
で
ほ
ぼ
目
標
を
達
成
し
た
た
め
、
県
独
自
で
新
た
に
目
標
値
を
設
定

〇
H
2
3
か
ら
R
5
の
減
少
率
か
ら
換
算
す
る
と
、
年
0
.5
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
減

少
率
を
継
続
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
R
1
0
、
R
1
4
の
目
標
値
を
設
定

国
の
第
４
次
食
育
推
進
基
本
計
画
の
目
標
値
に
合
わ
せ
て
設
定

（
県
第
３
次
計
画
か
ら
継
続
）

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査

朝
食
を
欠
食
す
る
県
民
の
割
合
（
小

学
６
年
生
）

国
の
第
４
次
食
育
推
進
基
本
計
画
の
目
標
値
に
合
わ
せ
て
設
定

（
県
第
３
次
計
画
か
ら
継
続
）

全
国
学
力
・

学
習
状
況

調
査

全
体
に
関
連
す
る
指
標

食
育
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
県
民
の

割
合
（
2
0
歳
以
上
）

〇
食
育
へ
の
関
心
に
つ
い
て
「
ど
ち
か
ら
と
い
え
ば
関
心
が
な
い
」
者
（
R
5
:2
2
.6
％
）
の
約
半
数

を
「
関
心
が
あ
る
」
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
関
心
が
あ
る
」
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
R
1
4
は
1
2

ポ
イ
ン
ト
増
加
の
7
0
％
を
目
標
値
と
し
、
R
1
0
は
そ
の
中
間
値
を
目
標
値
と
し
て
設
定
。

県
民
健
康
・

栄
養
実
態

調
査
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第
４
次
新
潟
県
食
育
推
進
計
画
事
業
指
標
一
覧

（
評
価
指
標
に
関
連
す
る
事
業
の
実
施
状
況
や
現
状
把
握
の
た
め
の
指
標
と
し
て
設
定
）

事
業
指
標
項
目

現
状
値
（
時
点
）

主
食
・
主
菜
・
副
菜
の
そ
ろ
っ
た
食
事
に
つ
い
て
取
組
を
推
進
す
る
市
町
村
数

―

減
塩
の
取
組
を
推
進
す
る
市
町
村
数

―

食
生
活
改
善
推
進
員
に
よ
る
健
康
立
県
啓
発
事
業
の
啓
発
数
（
回
数
、
人
数
）

　
5
5
回
、
2
,
3
5
6
人
（
R
5
）

小
学
生
保
護
者
向
け
啓
発
事
業
の
啓
発
数
（
実
施
校
数
、
実
施
し
た
学
校
の
割
合
、
啓
発
人
数
）

3
2
1
校
、
6
9
.
2
%
、
1
5
,
7
3
6
人

（
R
5
）

食
生

活
の

改
善

に
取

り
組

む
に

い
が

た
健

康
経

営
推

進
企

業
数

8
1
3
事
業
所
（
R
4
）

け
ん
こ
う
t
i
m
e
推
進
店
登
録
数

2
3
5
店
（
R
6
.
3
末
）

ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
こ
と
に
関
す
る
取
組
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
数

―

食
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
活
動
延
べ
人
数
）

8
2
人
（
R
5
）

学
校
給
食
に
お
け
る
県
産
農
林
水
産
物
を
使
用
す
る
割
合
（
金
額
ベ
ー
ス
）

6
0
.
7
%
（
R
5
）

学
校
給
食
に
お
け
る
国
産
農
林
水
産
物
を
使
用
す
る
割
合
（
金
額
ベ
ー
ス
）

8
7
.
2
%
（
R
5
）

に
い
が
た
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
認
定
数

1
2
7
人
（
R
5
）

小
中
学
校
等
で
の
地
場
産
物
を
活
用
し
た
食
に
関
す
る
指
導
数

―

「
残
さ
ず
食
べ
よ
う
！
に
い
が
た
県
民
運
動
」
の
参
加
者
数

1
8
,
9
8
7
人
(
R
6
.
3
末
）

災
害
時
で
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
が
で
き
る
食
品
備
蓄
の
推
進
に
取
り
組
む
市
町
村
数

―

小
中

学
校

等
で

の
食

に
関

す
る

指
導

の
全

体
計

画
を

作
成

・
実

施
し

て
い

る
割

合
―

主
食
・
主
菜
・
副
菜
の
そ
ろ
っ
た
食
事
に
つ
い
て
取
組
を
推
進
す
る
市
町
村
数

　
(
2
0
～
3
0
歳
代
へ
の
啓
発
等
)

―

減
塩
の
取
組
を
推
進
す
る
市
町
村
数
(
2
0
～
3
0
歳
代
へ
の
啓
発
等
)

―

食
生
活
改
善
推
進
員
に
よ
る
健
康
立
県
啓
発
事
業
の
啓
発
数
（
こ
ど
も
・
若
い
世
代
）

（
回
数
、
人
数
）

６
回
、
3
0
1
人
（
R
5
）

小
学
生
保
護
者
向
け
啓
発
事
業
の
啓
発
数
（
実
施
校
数
・
割
合
、
啓
発
人
数
）
【
再
掲
】

3
2
1
校
、
6
9
.
2
%
、
1
5
,
7
3
6
人

（
R
5
）

食
生

活
の

改
善

に
取

り
組

む
に

い
が

た
健

康
経

営
推

進
企

業
数

 【
再

掲
】

8
1
3
事
業
所
（
R
4
）

３
　
新
潟
県
の
将
来
を
担
う
若
い
世
代
へ
の
食
育
の

推
進

柱

２
　
持
続
可
能
な
新
潟

の
食
を
支
え
る
食
育
の

推
進

（
１
）
新
潟
の
食
の
理
解

と
実
践
す
る
た
め
の
食
育

の
推
進

（
２
）
食
品
ロ
ス
削
減
や

災
害
時
の
食
の
備
え
等
に

対
応
し
た
食
育
の
推
進

１
　
生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り
を
支
え
る
食
育
の

推
進
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 新潟県食育推進協議会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１ 食育関係機関、団体が連携を図り、効果的な食育を推進するため、新潟県食育

推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 

（協議事項） 

第２ 協議会は、新潟県の地域特性を生かした食育推進のあり方について協議する。 

 

 

（構成） 

第３ 協議会は、次に掲げる者のうちから福祉保健部長が構成委員を依頼する。 

（１）学識経験者 

（２）関係団体代表者 

（３）関係行政機関職員 

（４）その他構成員として依頼することが適当と判断した者 

 

 

（会長及び副会長） 

第４ 会長及び副会長は、構成委員の中から選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。 

３ 会長に事故が発生したときは、副会長がその職務を代理する。 

 

 

（事務局） 

第５ 協議会の庶務は、福祉保健部健康づくり支援課内において処理する。 

 

 

（附則） 

 この要綱は、平成１８年２月９日から施行する。 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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令和６年度新潟県食育推進協議会 委員名簿 

 

所    属 役 職 氏 名 

新潟県歯科医師会 理事 有松 美紀子 

新潟大学 農学部 助教 伊藤 亮司 

新潟県小学校長会 理事 荻野 真美 

新潟県農業協同組合中央会 常務理事 小見 禎彦 

新潟県農村地域生活アドバイザー連絡会 会長 加藤 雪子 

新潟県保育士会 副会長 小林 恵 

新潟県消費者協会 常任理事 斎藤 和子 

公益社団法人新潟県栄養士会   会長 斎藤 トシ子 

一般社団法人新潟県調理師会 会長 佐藤 衛 

新潟県食生活改善推進委員協議会 会長 外山 迪子◎ 

北信越地区スーパーマーケット協会連合会 事務局長 樋熊 敏和 

新潟県医師会 会員 細島 康宏 

新潟県小中学校 PTA 連合会 会長 宮下 あさみ 

新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 副学長・教授 村山 伸子〇 

 

◎会長 〇副会長 
 （敬称略・五十音順） 
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